
ウクライナ避難民に対する支援について

１ 避難民について

２人（母、子（小学生））、令和４年３月末入国

２ 本市でのサポート

※◎は継続実施しているもの。

年月 サポート内容

令和４年３月末 ウクライナから本市に入国

〃 ４月 ・各種手続きに同行、同席してサポート。

⑴ 転入に伴う手続き（住民登録、保険医療証、児

童手当等）

⑵ 小学校入学の手続き、物品準備

⑶ 長久手市社会福祉協議会での食糧及び物品支援

⑷ 日本財団が実施する支援金の手続き

・「長久手市ウクライナ避難民人道支援一時金」の支給

・物資等支援希望者への対応

・メディア対応

〃 ５月 ◎日本語学習サポーター派遣開始

・物資等支援希望者への対応

・メディア対応

〃 ６月 ・「愛知県ウクライナ避難民生活一時金」支給手続き

・物資等支援希望者への対応

〃 ７月 ◎ソフトバンクでの携帯電話貸与支援

・子どもの夏休み学習支援

◎ウクライナ避難者支援のための情報共有会議出席

（月１回）

〃 ８月 ・あいち・なごやウクライナ避難者支援ネットワーク

によるウクライナ避難民へのヒアリング対応

・物資支援希望者への対応

〃 ９月 ・医療受給者証更新手続

〃 １０月 ・日進市ウクライナ避難民との交流会を実施

令和５年１月 ・確定申告予約の手続き

・無印良品での物資支援

・愛知県によるウクライナ避難民へのヒアリング対応
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